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29資第 174号 

平成 29年（2017年）９月４日 

 

 一般社団法人長野県産業環境保全協会 御中 

 

長野県環境部資源循環推進課長 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令等の施行について（通知） 

 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和 46年政令第 300号）の一部を改正する

政令（平成 27年政令第 376号）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和 46年

厚生省令第 35号。以下「規則」という。）の一部を改正する省令（平成 29年６月９日環境

省令第 10号）並びに関連省令及び告示が公布され、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有

ばいじん等の指定並びに処理基準の強化、特別管理産業廃棄物である廃水銀等を排出する

特定施設の追加等について平成 29年 10月１日から施行されることとなりました。 

 改正の主な内容は下記のとおりですので、その内容をご確認いただき、廃棄物の適正処

理に努めていただきますようお願いします。 

なお、下記第１の２に記載のとおり、水銀使用製品産業廃棄物を排出する者に対して新

たな基準が適用されますので、ご留意ください。 

 

記 

 

第１ 改正の内容 

１ 水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の指定（規則第７条の２の４、第７

条の８の２関係） 

 (1) 水銀使用製品産業廃棄物 

   水銀使用製品産業廃棄物とは、次の①～③に該当する製品が産業廃棄物となったも

のとされました。 

① 下表に掲げるもの 

② ①を材料又は部品として用いて製造される水銀使用製品（下表の×印のあるものに

係るものを除く。） 

③ ①、②のほか、水銀又はその化合物の使用に関する表示がされている水銀使用製品 
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表 水銀使用製品産業廃棄物 

 

＜参考＞水銀等が使用されていることが表示されている水銀使用製品 

   ・日本語による標記（水銀）      ・化学記号（Ｈｇ） 

   ・英語による表記（mercury）      ・J-Moss水銀含有マークのあるもの 

 

                J-Moss水銀含有表示の一例 

 

 ※J-Mossとは、電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法です。 

 

 (2) 水銀含有ばいじん等 

    水銀含有ばいじん等とは、次の①又は②に該当する廃棄物とされました。 

① ばいじん、燃え殻、汚泥又は鉱さい 

水銀（水銀化合物に含まれる水銀を含む。）を当該ばいじん、燃え殻、汚泥又は鉱

さい１キログラムにつき 15ミリグラムを超えて含有するもの 

② 廃酸又は廃アルカリ 

水銀（水銀化合物に含まれる水銀を含む）を当該廃酸又は廃アルカリ１リットルに

つき 15ミリグラムを超えて含有するもの 



- 3 - 

 

 ２ 水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等に対する新たな措置等（規則第８条、

第８条の４の２、第８条の 20、第８条の 21関係） 

   水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等に対する処理基準及び水銀使用製品

産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等であることの情報を伝達することが追加されました。 

(1) 水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等の保管場所に関する基準 

    排出事業者は、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が運搬されるまで

の間、一般的な産業廃棄物保管基準に加え、以下の追加された基準に従い、生活環境

の保全上支障のないように保管しなければなりません。 

   ・保管場所の掲示板には、保管する産業廃棄物の種類に水銀使用製品産業廃棄物又は

水銀含有ばいじん等が含まれる旨を記載すること。 

   ・保管の場所には、水銀使用製品産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないよ

うに、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること（水銀使用製品産業廃棄物の場合

に限る。）。 

 

保管施設の掲示板の例 

 

  (2) 水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等であることの情報の伝達 

    水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等であることの情報の伝達について

以下の基準が追加されました。 

    ・産業廃棄物の処分を委託する際、作成する委託契約書の委託する産業廃棄物の種

類に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれること 

    ・産業廃棄物管理票の交付の際には、廃棄物の種類の欄に「水銀使用製品産業廃棄

物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれる旨、及びその数量を記載すること 

なお、施行の際現に締結されている契約については、当該契約の更新までの間は、

従前の例によることとし、次の更新の際は水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばい
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じん等が含まれる旨を記載してください。また、自動更新規定を含む契約にあっては、

覚書等により水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる旨を規定す

ることが望ましいとされています。 

  (3) 産業廃棄物処理業に係る許可の取扱いについて 

    産業廃棄物処理業者であって、平成 29 年 10 月１日において、現に水銀使用製品産

業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を扱っている者については、取り扱う産業廃棄物の

種類に水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を含むことを許可証に明記す

る作業を今後進めていくところですので、処理の委託に当たっては、許可証の記載に

かかわらず当該水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を扱っているか否か

確認をお願いします。 

 

３ 特別管理産業廃棄物である廃水銀等を排出する特定施設について（規則第１条の２

第５項第１号関係） 

特別管理産業廃棄物である廃水銀等（水銀使用製品が産業廃棄物となったものに封

入された廃水銀等を除く。）を排出する特定施設が追加されました。 

 

改正前（平成 28年４月１日施行）       改正後（平成 29年 10月１日施行） 

一 水銀若しくはその化合物が含まれて

いる物又は水銀使用製品廃棄物から水

銀を回収するための施設 

二 水銀使用製品の製造の用に供する施設 

三 灯台の回転装置が備え付けられた施設 

四 水銀を媒体とする測定機器（水銀使用

製品を除く。）を有する施設 

五 国又は地方公共団体の試験研究機関

（水質検査等を行う検査所を含む） 

六 大学及びその附属試験研究機関（短期大

学は含まれるが、専門学校は含まれない） 

七 学術研究又は製品の製造若しくは技

術の改良、考案若しくは発明に係る試験

研究を行う研究所 

 

 一 水銀若しくはその化合物が含まれて

いる物又は水銀使用製品廃棄物から水

銀を回収する施設 

二 水銀使用製品の製造の用に供する施設 

三 灯台の回転装置が備え付けられた施設 

四 水銀を媒体とする測定機器（水銀使用

製品を除く。）を有する施設 

五 国又は地方公共団体の試験研究機関

（水質検査等を行う検査所を含む） 

六 大学及びその附属試験研究機関（短期大

学は含まれるが、専門学校は含まれない） 

七 学術研究又は製品の製造若しくは技

術の改良、考案若しくは発明に係る試験

研究を行う研究所 

八 農業、水産又は工業に関する学科を含

む専門教育を行う高等学校、高等専門学

校、専修学校、各種学校、職員訓練施設

又は職業訓練施設 

九 保健所     十 検疫所 

十一 動物検疫所  十二 植物防疫所 

十三 家畜保健衛生所 

十四 検査業に属する施設 

十五 商品検査業に属する施設 

十六 臨床検査業に属する施設 

十七 犯罪鑑識施設 
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第２ 特別管理産業廃棄物管理責任者の設置について 

   新たに特別管理産業廃棄物に指定された廃水銀等を生ずることとなった事業場を設

置している事業者は、当該特別管理産業廃棄物に関する業務を適正に行わせるため、

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第８条の 17に規定する資格（別紙参考資

料を参照してください。）を有する特別管理産業廃棄物管理責任者（以下「管理責任者」

という。）を置かなければなりません。 

   なお、すでに管理責任者を置いている場合は、改めて管理責任者を置く必要はあり

ません。 

 

長野県環境部資源循環推進課廃棄物審査係 

課長：丸山 良雄  担当：胡桃澤 博司 

電 話：０２６－２３５－７１６４ 

防災無線：８－２３１－２８２６ 

ＦＡＸ：０２６－２３５－７２５９ 

E-mail junkan@pref.nagano.lg.jp 
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【参考資料】 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第８条の 17で規定する特別管理

産業廃棄物管理責任者の資格 

 

 資格（学校区分） 課    程 修了科目又は学科 要件（必要年数） 

イ 環境衛生指導員   ２年以上 

ロ 大学 理学、薬学、工学、農学 衛生工学、化学工学 卒業後、２年以

上の実務経験 

ハ 大学 理学、薬学、工学、農学

又はこれらに相当する課

程 

衛生工学、化学工学

以外 

卒業後、３年以

上の実務経験 

ニ 短期大学、高等

専門学校 

理学、薬学、工学、農学

又はこれらに相当する課

程 

衛生工学、化学工学 卒業後、４年以

上の実務経験 

ホ 短期大学、高等

専門学校 

理学、薬学、工学、農学

又はこれらに相当する課

程 

衛生工学、化学工学

以外 

卒業後、５年以

上の実務経験 

ヘ 高校、中等教育

学校 

 土木科、化学科又は

これらに相当する

学科 

卒業後、６年以

上の実務経験 

ト 高校、中等教育

学校 

 理学、工学、農学又

はこれらに相当す

る科目 

卒業後、７年以

上の実務経験 

チ    10 年以上の実

務経験 

リ イからチまでに掲げる者と同等以上の知識を有すると認められる者 

 

 なお、リに規定する「イからチまでに掲げる者と同等以上の知識を有すると認められる

者」には、公益社団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「特別管理産業廃棄

物管理責任者講習」を受講し、修了試験に合格した者も含まれます。 

 講習会の詳細については、下記をご参照ください。 

＜公益社団法人日本産業廃棄物処理振興センター＞ 

http://www.jwnet.or.jp/workshop/haishutu_tokuseki_gaiyou.html 
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○参照条文 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（下線部が改正部分） 

（産業廃棄物保管基準） 

第８条 法第 12条第２項の規定による産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。 

 一 （略） 

イ （略） 

   ロ (1) （略） 

     (2) （略） 

(ｲ) （略） 

(ﾛ) 保管する産業廃棄物の種類（当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使

用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。） 

       (ﾊ)、(ﾆ) （略） 

 二～四 （略） 

 五 水銀使用製品産業廃棄物にあっては、保管の場所には、水銀使用製品産業廃棄物がその

他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。 

  

（委託契約に含まれるべき事項） 

第八条の四の二 令第六条の二第四号ヘ（中略）の環境省令で定める事項は、次のとおりと

する。 

 一～五 （略） 

 六 （略） 

イ～ニ （略） 

  ホ 委託する産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有

ばいじん等が含まれる場合は、その旨 

  ヘ （略） 

 七～九 （略） 

 

 （産業廃棄物管理票の交付） 

第八条の二十 管理票の交付は、次によるものとする。 

一、二 （略） 

 三 当該産業廃棄物の種類（当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃

棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。）、数量及び受託者の氏

名又は名称が管理票に記載された事項と相違がないことを確認の上、交付すること。 

 四、五 （略） 

 

 （管理票の記載事項） 

第八条の二十一 法第十二条の三第一項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 

 一～十 （略） 

 十一 当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばい

じん等が含まれる場合は、その数量 

２ （略） 

 

 

 

 

 


